
いじめ防止基本方針

岡山市立妹尾中学校

１ いじめ防止のための基本的な方向

いじめは，いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し，その心身の健全

な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず，その生命又は身体に重大な危

険を生じさせるものである。

いじめ問題への対応は学校における最重要課題の一つであり，一人の教職員が抱え込

むのではなく，学校が一丸となって組織的に対応することが必要である。

また，すべての生徒に関係する問題であるので，未然の防止・早期発見・対処等，組

織的に対応していく。

２ いじめ防止のための取り組み

（１）気持ちのよいあいさつを習慣づける

・生徒・教員で積極的にあいさつをすることで，よりよい人間関係づくりを行う。

（２）その場に応じた動作，言葉遣いを身につけさせる

・周りの状況を考えながら，行動や発言ができるよう，積極的に声掛けを行う。

・差別的な発言は絶対に許さないという姿勢を示す。

（３）すべての生徒に集団の中で所属意識を持たせ，責務の遂行を促す

・清掃活動・給食準備・係活動・委員会活動・班活動など，自分の仕事を責任もっ

て行わせる。

（４）心みがき活動に取り組む

・黙って清掃や集会に取り組むことで自分のことを振り返り，周りの人のことを考

えて行動できるようにする。

（５）世のため人のために運動に取り組む

・どんな小さなことでも構わないので，「よいことをした」という事実をカードに書

いて提出。良いものに関しては掲示して知らせる。

（６）教育プランを作成する

・生徒・保護者・担任で，その生徒の良さや課題，将来像を踏まえ，具体的な手立

てを考える。



３ いじめの早期発見

（１）定期的に生徒とかかわり，アンケートの実施を行う

・家庭訪問の実施（４月）

・個人懇談の実施（７月，１１月）

・教育相談の実施（６月，１１月）

・生活アンケートの実施（学期に１回）

・ケータイ・スマホアンケートの実施（年２回程度）

（２）普段の生活の中で生徒と関わる

・授業や休み時間に生徒と関わることで，生徒の状況を把握する

・生活ノートを点検することで，生徒の変化に気づく

４ いじめに対する措置

（１）いじめ問題に取り組む校内組織

○ 生徒指導委員会

メンバー：校長，教頭，生徒指導主事，各学年生徒指導担当，養護教諭，

不登校担当教諭

・週に１回の生徒指導担当係会で，各学年の生徒の様子，学年内での動き等の情

報交換を行う。

・いじめ事案が発生した場合には，情報を取りまとめ，指導・支援体制を組む。

また，スクールカウンセラーの協力を得る。

（２）いじめ対応の流れ

いじめ情報

↓

① 情報を集める

・教職員，生徒，保護者，地域住民，その他から「組織」に情報を集める。

（いじめを発見した場合は，その場でその行為を止める）

② 指導・支援体制を組む

・「組織」で指導・支援体制を組む。

（学級担任等，養護教諭，生徒指導担当教員，管理職などで役割を分担）

③ Ａ 生徒への指導・支援を行う。

・いじめられた生徒にとって信頼できる人（親しい友人や教員，家族，地域の人等）

と連携し，寄り添い支える体制を作る。



・いじめた生徒には，いじめは人格を傷つける行為であることを理解させ，自らの

行為の責任を自覚させるとともに，不満やストレスがあってもいじめに向かわせ

ない力を育む。

・いじめを見ていた生徒に対しても，自分の問題として捉えさせるとともに，いじ

めを止めることはできなくても，誰かに知らせる勇気を持つように伝える。

Ｂ 保護者と連携する

・つながりのある教職員を中心に，即日，関係生徒（加害，被害とも）への家庭訪

問等を行い，事実関係を伝えるとともに，今後の学校との連携方法について話し

合う。

④ 教員間で指導の経過を共有する

・指導後，教員間で情報を共有し，支援に努める。

⑤ 必要に応じ，早期に関係機関との連携していく

・警察，市教育委員会，こども総合相談所，地域子ども総合センター等


